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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第57期

第２四半期累計期間
第58期

第２四半期累計期間
第57期

会計期間
自 平成28年７月１日
至 平成28年12月31日

自 平成29年７月１日
至 平成29年12月31日

自 平成28年７月１日
至 平成29年６月30日

売上高 (千円) 10,345,782 9,820,025 21,387,237

経常利益又は経常損失(△) (千円) △104,304 △545,173 5,554

四半期(当期)純損失(△) (千円) △167,308 △858,354 △520,211

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) － － －

資本金 (千円) 2,375,850 2,375,850 2,375,850

発行済株式総数 (株) 4,205,000 4,205,000 4,205,000

純資産額 (千円) 12,025,659 10,731,935 11,634,046

総資産額 (千円) 16,694,300 15,449,439 15,904,898

１株当たり四半期(当期)純損失金

額(△)
(円) △39.79 △204.14 △123.72

潜在株式調整後１株当たり四半期

(当期)純利益金額
(円) － － －

１株当たり配当額 (円) 10.00 － 20.00

自己資本比率 (％) 72.0 69.5 73.1

営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) 3,249 △856,042 554,359

投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △130,363 △133,657 △241,251

財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) △167,050 △156,970 △328,899

現金及び現金同等物の

四半期末(期末)残高
(千円) 4,361,683 3,493,386 4,640,057

 

回次
第57期

第２四半期会計期間
第58期

第２四半期会計期間

会計期間
自 平成28年10月１日
至 平成28年12月31日

自 平成29年10月１日
至 平成29年12月31日

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期純損失金額(△)
(円) 5.55 △125.76

（注）１ 当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移に

ついては記載しておりません。

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

３ 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

４ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、１株当たり四半期（当期）純損失であ

り、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

２【事業の内容】

当第２四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第２四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

(1）業績の状況

（店舗販売部門）

当第２四半期累計期間における店舗展開につきましては、新規出店では「クラフトハートトーカイ」７店舗を開

設しました。一方、退店では「クラフトハートトーカイ」８店舗、「クラフトパーク」１店舗及び「サントレー

ム」２店舗を閉鎖しました。この結果、当第２四半期会計期間末の総店舗数は485店舗となりました。

手芸専門店では、「教えること」の取組みとして、手づくりの各分野における第一人者の監修によるカリキュラ

ム教室の強化に努め、前期までに開講済みの「クライ・ムキ式ソーイングスクール」、「岡本啓子ニットスタジ

オ」及び「高橋恵美子のやさしい手ぬい教室」に加え、新たに「古木明美流やさしいかご編みレッスン」、「余合

ナオミファッションジュエリー」及び「ＵＳＡＫＯの洋裁教室」を開講し、当第２四半期会計期間末のカリキュラ

ム教室数を前期末比97教室増の366教室に拡大しました。また、ビーズ及びＵＶレジン関連商品を地域最大級に取

り揃えた「ビーズスタジオ」は、前期末より５店舗を増設し、22店舗となりました。

生活雑貨専門店では、大型店舗において売場モデルの再構築を実施しましたほか、キャラクター、美容・健康

グッズ及びアクセサリー等の商品を拡充しました。また、ラッピング提案やギフト提案の強化を継続し、競合他社

との差別化を推し進めました。

商品区分別売上高では、Ｔシャツ生産時に発生する端材をアップサイクルした手編み糸のヒットや、「岡本啓子

ニットスタジオ」開講の効果により毛糸が前年同四半期を上回りましたものの、それ以外の商品区分が前年同四半

期を下回りました。

これらの結果、当部門の売上高は92億76百万円（前年同四半期比4.9％減）となりました。

（通信販売部門）

手芸用品通販では、手編み糸、ＵＶレジン、ミシンなどでオリジナル商品の拡充を推し進めましたほか、介護レ

クリエーション分野での受注拡大に取組みました。生活雑貨通販では、カタログの発刊部数の適正化を図るほか、

ネット通販では効率的な販売促進を推し進めました。

商品区分別売上高では、ツリー柄パネル等が好調であった生地が前年同四半期を上回りましたものの、それ以外

の商品区分が前年同四半期を下回りました。

これらの結果、当部門の売上高は５億22百万円（前年同四半期比8.7％減）となりました。

（その他の部門）

不動産賃貸であり、売上高は20百万円（前年同四半期比0.1％増）となりました。

 

以上の結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高は98億20百万円（前年同四半期比5.1％減）となり、利益

面では、営業損失は５億48百万円（前年同四半期１億７百万円の営業損失）、経常損失は５億45百万円（前年同四

半期１億４百万円の経常損失）となりました。将来の課税所得を保守的に見積り、繰延税金資産の回収可能性を慎

重に検討しました結果、繰延税金資産を全額取り崩したことに伴う法人税等調整額として２億７百万円を計上した

ことにより、四半期純損失は８億58百万円（前年同四半期１億67百万円の四半期純損失）となりました。

 

なお、当社では、平成30年４月の稼働を目標として、オムニチャネルの構築を推し進めております。新たに開発

するアプリを通して多くのお客様とつながり、店舗販売部門と通信販売部門の相乗効果を高めることで、必要な商

品や情報をスムーズに提供できる体制を整え、競合他社との差別化を図ってまいります。

また、当社では、これまでの業績推移を真摯に省み、業績回復のためには当社の構造自体を再構築し、現場が最

も力を発揮できる「考え方」と「仕組み」を作り上げることが必要であると判断し、短期的な「戦術」を作るので

はなく、「当社ビジネス価値の再確認」、「組織の再編成を含む抜本的改革」、「人材育成の充実と人事制度の変

革」などの課題に取組み、会社を根本から変える「デザインの木プロジェクト」を設置しました。
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当社はセグメント情報を記載しておりません。

当第２四半期累計期間における事業部門別及び商品区分別売上高等は、次のとおりであります。

① 販売実績

区分

売上高(千円)

前年同四半期比(％)前第２四半期累計期間
(自 平成28年７月１日
至 平成28年12月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成29年７月１日
至 平成29年12月31日)

店舗販売部門 9,752,495 9,276,678 95.1

毛糸 539,654 587,236 108.8

手芸用品 2,686,312 2,453,395 91.3

生地 2,497,671 2,415,806 96.7

和洋裁服飾品 2,981,425 2,873,703 96.4

衣料品 261,265 247,022 94.5

生活雑貨 360,710 288,476 80.0

その他 425,455 411,036 96.6

通信販売部門 572,704 522,741 91.3

毛糸 50,607 49,814 98.4

手芸用品 186,093 161,546 86.8

生地 35,946 45,981 127.9

和洋裁服飾品 79,623 77,581 97.4

衣料品 67,909 58,869 86.7

生活雑貨 151,939 128,556 84.6

その他 584 390 66.9

その他の部門 20,582 20,606 100.1

合計 10,345,782 9,820,025 94.9

（注）１ 店舗販売部門のその他は、主に会員制による入会金の収入であります。

２ 通信販売部門のその他は、主に保険受取手数料収入であります。

３ その他の部門は、不動産賃貸であります。

４ 和洋裁服飾品の区分には、ミシンが含まれております。

５ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

 

② 業態別店舗数の状況

区分

前第２四半期累計期間
(自 平成28年７月１日
至 平成28年12月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成29年７月１日
至 平成29年12月31日)

(参考)前事業年度
(平成29年６月期)

出店 退店 四半期末 出店 退店 四半期末 出店 退店 期末

クラフトハートトーカイ 8 6 421 7 8 420 16 14 421

クラフトワールド － － 2 － － 2 － － 2

クラフトパーク － 1 42 － 1 38 － 4 39

クラフトループ － － 4 － － 4 － － 4

キャランキャラン 1 － 1 － － 1 1 － 1

サントレーム 1 2 27 － 2 20 1 7 22

合計 10 9 497 7 11 485 18 25 489

（注） 「クラフトハートトーカイ」、「クラフトワールド」、「クラフトパーク」、「クラフトループ」及び

「キャランキャラン」は手芸専門店であり、「サントレーム」は生活雑貨専門店であります。
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(2）財政状態の分析

（資産）

当第２四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ４億55百万円減少し、154億49百万円となり

ました。流動資産は４億38百万円減少し、固定資産は16百万円減少しております。流動資産の減少は、主に商品

が６億63百万円増加しましたものの、現金及び預金が11億46百万円減少しましたことによるものであります。

（負債）

当第２四半期会計期間末における負債は、前事業年度末に比べ４億46百万円増加し、47億17百万円となりまし

た。流動負債は４億11百万円増加し、固定負債は34百万円増加しております。流動負債の増加は、主にその他に

含まれております未払金が２億３百万円減少しましたものの、支払手形及び買掛金が６億86百万円増加しました

ことによるものであります。

（純資産）

当第２四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末に比べ９億２百万円減少し、107億31百万円となり

ました。主に利益剰余金が９億円減少しましたことによるものであります。

 

(3）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ11億46百

万円減少し、34億93百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果使用した資金は、８億56百万円（前年同四半期は得られた資金が３百万円）となりました。主

なプラス要因は、仕入債務の増加額６億86百万円及び減価償却費１億60百万円であります。主なマイナス要因

は、たな卸資産の増加額６億64百万円、税引前四半期純損失５億80百万円、未払金の減少額２億３百万円及び営

業未収入金の増加額１億50百万円であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、１億33百万円（前年同四半期比３百万円増）となりました。これは、主に有

形固定資産の取得による支出82百万円、無形固定資産の取得による支出33百万円及び資産除去債務の履行による

支出17百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は、１億56百万円（前年同四半期比10百万円減）となりました。これは、リース

債務の返済による支出１億14百万円及び配当金の支払額42百万円によるものであります。
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(4）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

なお、当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等

（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

① 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社の企業価値

及び会社の利益ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者であるこ

とが必要であると考えております。公開会社である当社の株券等については、株主及び投資家の皆様による自由

な取引が認められており、当社取締役会としては、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方は、

最終的には株主の皆様全体の意思により決定されるべきであり、当社の株券等に対する大量買付行為があった場

合、これに応じるか否かの判断は、最終的には当社の株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えま

す。

しかしながら、近時わが国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣の賛同を得ずに、一方的に大量買

付行為を強行する動きが見受けられます。こうした大量買付行為の中には、その目的等から見て企業価値及び会

社の利益ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株券等の売却を事実上強要するお

それがあるもの、対象会社の取締役会や株主が当該行為に係る提案内容や対象会社の取締役会からの代替案等を

検討するための十分な時間や情報を提供しないもの、さらに対象会社の取締役会が大量買付者の提示した条件よ

りも有利な条件をもたらすために大量買付者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値及び会社

の利益ひいては株主共同の利益に資さないものも想定されます。

当社といたしましては、このような当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益の向上に資さない

大量買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としては不適切であると考えており、

このような者が現れた場合には、必要かつ相当な対抗手段を講じることが、必要であると考えます。

② 基本方針の実現に資する特別な取組み

当社では、当社の企業価値の向上及び会社の利益ひいては株主共同の利益の実現によって、株主及び投資家の

皆様に長期的に継続して当社に投資していただくため、上記①の基本方針の実現に資する特別な取組みとして、

以下の施策を実施しております。

この取組みは、下記イ.の当社の企業価値の源泉を十分に理解したうえで策定されており、当社の企業価値及

び会社の利益ひいては株主共同の利益を中長期的に確保し、向上させるべく十分に検討されたものであります。

したがいまして、この取組みは、上記①の基本方針に沿うものであり、当社株主の共同の利益を損なうものでは

なく、また、当社役員の地位の維持を目的とするものでもありません。

イ．企業価値の源泉について

当社の企業価値の源泉は、当社が独自に考案・構築した店舗運営を支援する次の仕組みであります。

すなわち、顧客ニーズの把握と新たな創出を可能とする自社企画開発力、地域社会に密着した着実な営業展

開に取り組んでいる路面店舗及び商業施設へのインショップ型店舗、販売委託制オーナーシステムによる出店

地域在住の加盟者との共存共栄体制による地域密着型店舗販売業務の実現、ＥＯＳ（電子式補充発注システ

ム）オンラインシステムによる店舗・お取引先様・本社・物流センター（外部委託業者）のネットワークを形

成する当社独自の物流システムの構築、柔軟性・拡張性に優れたＩＴシステムの運用が、当社の企業価値の源

泉となっております。

そして、これらの企業価値の源泉を支えるのは、高付加価値を醸成する商品調達や商品企画・開発、店舗開

発、ストアオペレーションの従事者及び手芸専門講師等のほか、オーナーシステム店舗オーナー等の人材であ

ります。
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ロ．企業価値向上への取組みについて

当社は、創立当時から多様な手芸用品を中心とした「ヒト」と「モノ」との関係を常に探求しております。

手芸・クラフトによる、学ぶ・作る・身につける・飾る・贈るというライフスタイルを重視した心豊かな暮ら

しとともに、全国店舗展開による地域社会への貢献に取り組んでおり、以下の中期経営戦略のもと、一層の企

業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益の確保・向上にまい進していく所存であります。

中期経営戦略

＜販売＞

（ⅰ）「教えること」を中心とした施策で市場の拡大を図る

（ⅱ）「ビーズスタジオ」業態の確立

（ⅲ）店舗とＥＣの相乗効果を図る

＜商品＞

（ⅰ）独創的商品企画の探究

（ⅱ）在庫回転率の向上

＜設備投資＞

（ⅰ）既存店舗の設備投資に重点を置く

＜人事＞

（ⅰ）従業員の育成を図る

ハ．コーポレート・ガバナンスの取組みについて

当社のコーポレート・ガバナンスについては、経営理念「信用」、経営理念の実現に向け定めた「藤久の行

動規範」に則り、コンプライアンスの重要性を認識することはもとより、本来の事業を通じて広く社会に貢献

し、企業価値を継続的に向上させることが、重要な経営課題であると認識しております。

当社は、月１回開催する取締役会による経営に関する重要事項の決定と各部門の業務執行の監督、月１回の

定例開催に加え随時必要に応じて開催する幹部会による情報の共有化、意思決定の迅速化を図っております。

定例開催の幹部会には、社外取締役２名及び常勤監査役も出席しております。監査役につきましては４名全員

を社外監査役とし、より独立した立場から取締役の意思決定及び職務執行を監視できる体制を整えておりま

す。

当社は、社外取締役２名及び社外監査役１名を独立社外役員としております。社外役員につきましては、東

京証券取引所の定める独立性基準を踏まえて作成した、当社における社外役員の独立性に関する基準をもとに

選任しており、独立性の高い経営監視体制・監督体制が構築されていると考えております。

③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取組み

当社といたしましては、大量買付行為が行われた場合、当該大量買付行為が当社の企業価値の向上及び会社の

利益ひいては株主共同の利益の実現に資するものであるか否か、株主の皆様に適切にご判断いただき、当社株券

等の大量買付行為に関する提案に応じるか否かを決定していただくためには、大量買付者及び当社取締役会の双

方から適切かつ十分な情報が提供され、検討のための十分な期間が確保されることが不可欠であると考えます。

また、当社取締役会は、当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益の確保または向上の観点から大

量買付行為の条件・方法を変更・改善させる必要があると判断する場合には、大量買付行為の条件・方法につい

て、大量買付者と交渉するとともに、株主の皆様に対して代替案の提案等を行う必要もあると考えておりますの

で、そのために必要な時間も十分に確保されるべきであります。

当社は、このような考え方に立ち、平成29年８月10日開催の取締役会において、当社株券等の大量買付行為へ

の対応策（買収防衛策）の具体的な内容（以下「本プラン」といいます。）を決定し、平成29年９月27日開催の

当社第57期定時株主総会において、株主の皆様より承認、可決されました（なお、本プランは平成26年９月26日

開催の当社第54期定時株主総会において、株主の皆様より承認、可決された当社株券等の大量買付行為への対応

策（買収防衛策）の有効期間満了に伴い、その内容を修正のうえ更新したものであります。）。本プランは、大

量買付者に対し、本プランの遵守を求めるとともに、大量買付者が本プランを遵守しない場合、並びに大量買付

行為が当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく害するものであると判断される場合の対

抗措置を定めており、その概要は以下のとおりであります（本プランの詳細につきましては、当社のホームペー

ジ（http://fujikyu-corp.co.jp/）で公表しております平成29年８月10日付プレスリリース「当社株券等の大量

買付行為への対応策（買収防衛策）の更新に関するお知らせ」をご参照ください。）。
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イ．本プランの概要

本プランは、大量買付行為が行われる場合に、当該大量買付行為を行い、または行おうとする者に対し、事

前に当該大量買付行為の内容の検討に必要な情報の提供を求め、当該大量買付行為についての情報の収集及び

検討のための一定の期間を確保したうえで、必要に応じて、大量買付者との間で大量買付行為に関する条件・

方法について交渉し、さらに、当社取締役会として、株主の皆様に代替案を提示するなどの対応を行うための

手続を定めております。

ロ．新株予約権無償割当て等の対抗措置

本プランは、大量買付者に対して当該所定の手続に従うことを要請するとともに、かかる手続に従わない大

量買付行為がなされる場合や、かかる手続に従った場合であっても当該大量買付行為が当社の企業価値及び会

社の利益ひいては株主共同の利益を著しく害するものであると判断される場合には、かかる大量買付行為に対

する対抗措置として、原則として新株予約権を株主の皆様に無償で割り当てるものです。また、会社法その他

の法律及び当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合には、当該その

他の対抗措置が用いられることもあります。

本プランに従って割り当てられる新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）には、大量買付者及び

その関係者による行使を禁止する行使条件や、当社が本新株予約権の取得と引換えに大量買付者及びその関係

者以外の株主の皆様に当社株式を交付する取得条項等を付すことが予定されております。

本新株予約権の無償割当てが実施された場合、かかる行使条件や取得条項により、当該大量買付者及びその

関係者の有する議決権の当社の総議決権に占める割合は、大幅に希釈化される可能性があります。

ハ．独立委員会の設置

本プランに定めるルールに従って一連の手続が遂行されたか否か、並びに本プランに定めるルールが遵守さ

れた場合に当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を確保し、または向上させるために必要か

つ相当と考えられる一定の対抗措置を講じるか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行いますが、

その判断の合理性及び公正性を担保するために、当社は、当社取締役会から独立した組織として、独立委員会

を設置しております。独立委員会の委員は、３名以上５名以下とし、社外取締役、社外監査役、弁護士、税理

士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精通している者及び他社の取締役または執行役として経験のあ

る社外者等の中から当社取締役会が選任するものとします。

ニ．情報開示

当社は、本プランに従い、大量買付行為があった事実、大量買付者から十分な情報が提供された事実、独立

委員会の判断の概要、対抗措置の発動または不発動の決定の概要、対抗措置の発動に関する事項その他の事項

について、株主の皆様に対し、適時かつ適切に情報開示を行います。

④ 本プランの合理性（本プランが基本方針に沿い、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地

位の維持を目的とするものではないこと及びその理由）

本プランは、以下の理由により、上記①の基本方針に沿うものであり、当社株主の共同の利益を損なうもので

はなく、また、当社役員の地位の維持を目的とするものでもないと考えております。

イ．買収防衛策に関する指針（経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利

益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」）の要件等を完全に充足していること

ロ．企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益の確保または向上を目的として更新されていること

ハ．株主意思を重視するものであること

ニ．独立性の高い社外者（独立委員会）の判断を重視していること

ホ．対抗措置発動に係る合理的な客観的要件を設定していること

ヘ．独立した地位にある第三者専門家の助言を取得できること

ト．デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと

 

(5）研究開発活動

該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 20,000,000

計 20,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成29年12月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成30年２月13日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 4,205,000 4,205,000

東京証券取引所

(市場第一部)

名古屋証券取引所

(市場第一部)

単元株式数は100株で

あります。

計 4,205,000 4,205,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成29年10月１日～

平成29年12月31日
－ 4,205,000 － 2,375,850 － －
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（６）【大株主の状況】

  平成29年12月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

後 藤 薫 徳 愛知県瀬戸市 845 20.10

ＧＯＴＯ株式会社 愛知県瀬戸市坊金町247-1 844 20.07

藤久取引先持株会 名古屋市名東区高社一丁目210番地 273 6.51

藤久従業員持株会 名古屋市名東区高社一丁目210番地 169 4.01

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口）
東京都中央区晴海１丁目８番11号 128 3.04

後 藤 正 己 愛知県長久手市 100 2.37

中 野 置 瀬 子 愛知県一宮市 85 2.02

株式会社名古屋銀行 名古屋市中区錦３丁目19番17号 57 1.36

株式会社愛知銀行 名古屋市中区栄３丁目14番12号 57 1.36

第一生命保険株式会社 東京都千代田区有楽町１丁目13－１ 36 0.85

計 － 2,596 61.75

（注） 上記所有株式のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 128千株

 

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成29年12月31日現在
 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式(自己株式等) － － －

議決権制限株式(その他) － － －

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式         300
－ －

完全議決権株式(その他) 普通株式   4,204,200 42,042 －

単元未満株式 普通株式         500 － －

発行済株式総数 4,205,000 － －

総株主の議決権 － 42,042 －

（注） 「単元未満株式」欄の普通株式数には、自己保有株式64株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成29年12月31日現在
 

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義

所有株式数(株)
他人名義

所有株式数(株)
所有株式数の
合計(株)

発行済株式総数に
対する所有株式数

の割合(％)

(自己保有株式)

藤久株式会社

名古屋市名東区

高社一丁目210番地
300 － 300 0.00

計 － 300 － 300 0.00

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

藤久株式会社(E03211)

四半期報告書

10/19



第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間（平成29年10月１日から平成29

年12月31日まで）及び第２四半期累計期間（平成29年７月１日から平成29年12月31日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について
当社は子会社がないため、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

(1)【四半期貸借対照表】

  (単位：千円)

 
前事業年度

(平成29年６月30日)
当第２四半期会計期間
(平成29年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,720,057 3,573,386

受取手形及び売掛金 159,868 161,656

商品 5,484,319 6,147,876

貯蔵品 2,165 3,219

その他 820,829 862,405

貸倒引当金 △1,184 △1,470

流動資産合計 11,186,057 10,747,073

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 774,214 776,766

土地 1,504,288 1,504,288

リース資産（純額） 430,792 431,416

その他（純額） 79,460 89,421

有形固定資産合計 2,788,756 2,801,893

無形固定資産 77,490 103,168

投資その他の資産   

差入保証金 1,623,225 1,607,419

その他 229,368 189,884

投資その他の資産合計 1,852,593 1,797,304

固定資産合計 4,718,841 4,702,365

資産合計 15,904,898 15,449,439
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  (単位：千円)

 
前事業年度

(平成29年６月30日)
当第２四半期会計期間
(平成29年12月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,696,579 2,383,266

リース債務 197,424 181,140

未払法人税等 129,295 113,770

賞与引当金 41,284 35,573

ポイント引当金 50,663 49,995

資産除去債務 8,475 15,387

その他 992,669 749,186

流動負債合計 3,116,392 3,528,319

固定負債   

リース債務 319,853 316,423

役員退職慰労引当金 231,839 239,247

資産除去債務 334,947 327,728

その他 267,818 305,785

固定負債合計 1,154,459 1,189,184

負債合計 4,270,851 4,717,503

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,375,850 2,375,850

資本剰余金 56,080 56,080

利益剰余金 9,167,968 8,267,568

自己株式 △865 △865

株主資本合計 11,599,033 10,698,632

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 35,013 33,302

評価・換算差額等合計 35,013 33,302

純資産合計 11,634,046 10,731,935

負債純資産合計 15,904,898 15,449,439
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(2)【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】

  (単位：千円)

 
前第２四半期累計期間
(自 平成28年７月１日
 至 平成28年12月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成29年７月１日
 至 平成29年12月31日)

売上高 10,345,782 9,820,025

売上原価 3,883,655 3,828,483

売上総利益 6,462,127 5,991,542

販売費及び一般管理費 ※ 6,569,934 ※ 6,540,033

営業損失（△） △107,807 △548,491

営業外収益   

受取利息 480 376

受取配当金 713 825

協賛金収入 1,300 1,100

受取手数料 3,690 2,583

その他 2,706 3,948

営業外収益合計 8,891 8,833

営業外費用   

支払利息 5,257 4,970

その他 130 545

営業外費用合計 5,387 5,515

経常損失（△） △104,304 △545,173

特別利益   

固定資産売却益 829 －

受取補償金 897 5,255

特別利益合計 1,726 5,255

特別損失   

固定資産売却損 22 －

固定資産除却損 1,480 4,554

減損損失 16,366 20,641

店舗閉鎖損失 9,780 15,526

特別損失合計 27,649 40,722

税引前四半期純損失（△） △130,227 △580,640

法人税、住民税及び事業税 70,094 70,008

法人税等調整額 △33,013 207,706

法人税等合計 37,081 277,714

四半期純損失（△） △167,308 △858,354
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】

  (単位：千円)

 
前第２四半期累計期間
(自 平成28年７月１日
 至 平成28年12月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成29年７月１日
 至 平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △130,227 △580,640

減価償却費 196,524 160,350

減損損失 16,366 20,641

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,544 △5,711

ポイント引当金の増減額（△は減少） △1,810 △667

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,390 7,408

貸倒引当金の増減額（△は減少） 275 286

受取利息及び受取配当金 △1,194 △1,201

支払利息 5,257 4,970

固定資産売却損益（△は益） △806 －

固定資産除却損 1,480 4,554

たな卸資産の増減額（△は増加） △373,128 △664,610

売上債権の増減額（△は増加） 8,215 △1,787

営業未収入金の増減額(△は増加) △161,803 △150,356

仕入債務の増減額（△は減少） 566,656 686,686

未収消費税等の増減額（△は増加） － △32,390

差入保証金の増減額（△は増加） 76,178 18,701

未払消費税等の増減額（△は減少） △31,416 △61,138

未払金の増減額（△は減少） △109,846 △203,063

その他 34,694 △22,775

小計 100,261 △820,742

利息及び配当金の受取額 769 857

利息の支払額 △5,257 △4,970

法人税等の支払額 △92,538 △60,311

法人税等の還付及び還付加算金の受取額 13 29,124

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,249 △856,042

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △93,156 △82,255

有形固定資産の売却による収入 1,457 －

無形固定資産の取得による支出 △19,889 △33,980

資産除去債務の履行による支出 △18,775 △17,413

その他 － △8

投資活動によるキャッシュ・フロー △130,363 △133,657

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △125,004 △114,924

配当金の支払額 △42,046 △42,046

財務活動によるキャッシュ・フロー △167,050 △156,970

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △294,165 △1,146,670

現金及び現金同等物の期首残高 4,655,849 4,640,057

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 4,361,683 ※ 3,493,386
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【注記事項】

（四半期損益計算書関係）

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 
前第２四半期累計期間
（自 平成28年７月１日

   至 平成28年12月31日）

当第２四半期累計期間
（自 平成29年７月１日

   至 平成29年12月31日）

貸倒引当金繰入額 877千円 1,054千円

給与及び賞与 2,064,013 2,089,952

賞与引当金繰入額 36,586 35,573

退職給付費用 37,434 35,481

役員退職慰労引当金繰入額 8,390 7,408

地代家賃 1,644,203 1,636,094

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第２四半期累計期間

（自 平成28年７月１日
至 平成28年12月31日）

当第２四半期累計期間
（自 平成29年７月１日
至 平成29年12月31日）

現金及び預金勘定 4,441,683千円 3,573,386千円

預入期間３カ月超の定期預金 △80,000 △80,000

現金及び現金同等物 4,361,683 3,493,386

 

（株主資本等関係）

 

前第２四半期累計期間（自 平成28年７月１日 至 平成28年12月31日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年９月28日

定時株主総会
普通株式 42,046 10.00 平成28年６月30日 平成28年９月29日 利益剰余金

 

２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後

となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年２月８日

取締役会
普通株式 42,046 10.00 平成28年12月31日 平成29年３月１日 利益剰余金

 

 

当第２四半期累計期間（自 平成29年７月１日 至 平成29年12月31日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年９月27日

定時株主総会
普通株式 42,046 10.00 平成29年６月30日 平成29年９月28日 利益剰余金

 

２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後

となるもの

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

藤久株式会社(E03211)

四半期報告書

16/19



（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社は、手芸用品及び生活雑貨等の店舗販売を主要業務とし、ほかに手芸用品及び生活雑貨等の通信販売

並びに不動産賃貸を営んでおりますが、店舗販売事業の割合が高く、開示情報としての重要性が乏しいと考

えられることから、セグメント情報の記載を省略しております。

 

（１株当たり情報）

 

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、次のとおりであります。

項目
前第２四半期累計期間

（自 平成28年７月１日
至 平成28年12月31日）

当第２四半期累計期間
（自 平成29年７月１日
至 平成29年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額(△) （円） △39.79 △204.14

(算定上の基礎)    

四半期純損失(△) （千円） △167,308 △858,354

普通株主に帰属しない金額 （千円） － －

普通株式に係る四半期純損失(△) （千円） △167,308 △858,354

普通株式の期中平均株式数 （株） 4,204,690 4,204,636

（注） 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

 平成 30年 2月 13日

藤 久 株 式 会 社  
 

取 締 役 会   御 中  

 

 有限責任監査法人 ト ー マ ツ  

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 松   村   浩   司   ㊞

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 北   岡   宏   仁   ㊞

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている藤久株式会社の平

成29年7月1日から平成30年6月30日までの第58期事業年度の第2四半期会計期間(平成29年10月1日から平成29年12月31日ま

で)及び第2四半期累計期間(平成29年7月1日から平成29年12月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対

照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、藤久株式会社の平成29年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

第2四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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